
 2023 年 4 月 1 日 現在 

ケアハウス「リバーサイドみさと」の利用料について 

毎月の利用料は、入居者の収入に応じて、下記のとおり国で定められた額（事務費・生活費・管理

費の合計額）で、今後変わることがあります。 

⚫ 事務費…当施設の人件費および施設の一般管理費などに充当されます。 

⚫ 生活費…食事代（３食提供）・入浴代・共用部分の光熱水費・保健衛生費などに充当されます。 

⚫ 管理費…家賃として施設設備費に充当されます。 

 

このほかに、下記を徴収させていただきます。 

⚫ 電気料 基本料金 月額 900 円および個室ごとに算出される使用料金 

⚫ 水道料金 月額 0,900 円 

⚫ 冷暖房費 月額 2,000 円  但し、夏期（７～８月）、冬期（11～３月）のみ 

⚫ 冬期加算 月額 6,070 円  但し、冬期（11～３月）のみ 

 

ご使用に応じて、通話料金や各種立替金（居室消耗品代、複写代 等）を徴収させていただきます。

また、介護などの居宅介護サービスご利用料等は、個人負担となります。 

 

入居者利用料の額（月額）        （単位：円） 

 対象収入による区分 事務費 生活費 管理費 計 

1 1,500,000 円以下 10,000 44,190 20,000 74,190 

 2 1,500,001～1,600,000 円 13,000 44,190 20,000 77,190 

 3 1,600,001～1,700,000 円 16,000 44,190 20,000 80,190 

 4 1,700,001～1,800,000 円 19,000 44,190 20,000 83,190 

 5 1,800,001～1,900,000 円 22,000 44,190 20,000 86,190 

 6 1,900,001～2,000,000 円 25,000 44,190 20,000 89,190 

 7 2,000,001～2,100,000 円 30,000 44,190 20,000 94,190 

 8 2,100,001～2,200,000 円 35,000 44,190 20,000 99,190 

 9 2,200,001～2,300,000 円 40,000 44,190 20,000 104,190 

10 2,300,001～2,400,000 円 45,000 44,190 20,000 109,190 

11 2,400,001～2,500,000 円 50,000 44,190 20,000 114,190 

12 2,500,001～2,600,000 円 57,000 44,190 20,000 121,190 

13 2,600,001～2,700,000 円 63,600 44,190 20,000 127,790 

14 2,700,001～2,800,000 円 63,600 44,190 20,000 127,790 

15 2,800,001～2,900,000 円 63,600 44,190 20,000 127,790 

16 2,900,001～3,000,000 円 63,600 44,190 20,000 127,790 

17 3,000,001～3,100,000 円 63,600 44,190 20,000 127,790 

18 3,100,001 円以上 63,600 44,190 20,000 127,790 

※ この表の「対象収入」とは、前年の収入から、租税・社会保険料・医療費などの必要経費を

控除した後の収入をいいます。 

※ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入および必要経費を合算し、合計額の 2 分の 1 を

それぞれ個々の対象収入とします。その額が、150 万以下に該当する場合の夫婦それぞれの

事務費徴収額は、上限の額から 30％減額します。 

※ 利用料については、新潟県知事からの通達に基づいており、入居後に単価改正に伴う改定も

ありますのでご承知ください。 

  



特定施設入居者生活介護について 

この事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、または掃除、洗濯等

日常生活上のお世話、機能訓練及び療養上のお世話を行うことにより、要支援・要介護状態となっ

た場合でも、ご本人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ、健やかな日常をお

くることができることを目的とします。 

 

＜特定施設入居者生活介護を受けることができる方＞ 

当ケアハウス入居者であり、介護保険要介護（要支援）認定を受けている方 

（要支援１または２、もしくは要介護１以上） 

 

＜サービス内容＞ 

1. 食事・排泄・更衣等を身体状態に応じ援助します。 

2. 服薬管理は必要に応じて援助します。 

3. 居室清掃、洗濯、買い物等の生活援助を行います。 

4. 原則週２回入浴援助、又は清拭を行います。 

5. 毎日、状態観察、血圧・体温測定等を行い、身体状況を把握します。 

6. 病院受診の送迎、付き添い援助、外出援助を行います 

 

＜特定施設入居者生活介護の職員体制＞

⚫ 管理者 

⚫ 生活相談員 

⚫ 看護職員 

⚫ 介護職員 

⚫ 計画作成担当者 

⚫ 機能訓練指導員 

＜介護保険サービス利用料＞       2022 年 10 月 1 日 現在 

要介護状態 

区分 

基本利用料金 

１日につき

(※) 

夜間看護

体制加算

(※) 

医療機関

連携加算

(※) 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 

介護職員等 

特定処遇改善

加算Ⅱ 

介護職員等 

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等 

支援加算 

要支援１  182 円 
 

１ヵ月に

つき 

80 円 

１ヵ月の 

基本利用料金

と加算の合計 

× 

8.3％ 

１ヵ月の 

基本利用料金

と加算の合計 

× 

1.2％ 

１ヵ月の 

基本利用料金

と加算の合計 

× 

1.5％ 

要支援２  311 円 

要介護１  538 円 

１日につ

き 

10 円 

要介護２  604 円 

要介護３  674 円 

要介護４  738 円 

要介護５  807 円 

⚫ (※)の金額は介護保険負担割合が１割の場合の額です。負担割合が２、３割の場合は、それぞれ２、３倍

の金額になります。 

⚫ 夜間看護加算：夜間における看護体制について、一定の要件を満たした場合に算定します。（要介護のみ） 

⚫ 医療機関連携加算：協力医療機関の主治医に対して、月に１回以上の経過報告、情報提供を行った場合に

算定します。 

⚫ 介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算：介護職

員等の処遇改善のために、ある一定の条件を満たしている事業所に算定されます。 

  



2023 年 4 月 1 日 現在 

ケアハウス「リバーサイドみさと」特定施設入居者生活介護の利用料について 

毎月の利用料は、入居者の収入に応じて、下記のとおり国で定められた額（事務費・生活費・管理

費の合計額）で、今後変わることがあります。 

⚫ 事務費…当施設の人件費および施設の一般管理費などに充当されます。 

⚫ 生活費…食事代（３食提供）・入浴代・共用部分の光熱水費・保健衛生費などに充当されます。 

⚫ 管理費…家賃として施設設備費に充当されます。 

 

このほかに、下記を徴収させていただきます。 

⚫ 電気料 基本料金 月額 900 円および個室ごとに算出される使用料金 

⚫ 水道料金 月額 0,900 円 

⚫ 冷暖房費 月額 2,000 円  但し、夏期（７～８月）、冬期（11～３月）のみ 

⚫ 冬期加算 月額 6,070 円  但し、冬期（11～３月）のみ 

⚫ 介護保険サービス利用料（別紙参照） 自己負担額（１～３割）が別途かかります 

 

ご使用に応じて、通話料金や各種立替金（居室消耗品代、複写代 等）を徴収させていただきます。 

 

入居者利用料の額（月額）        （単位：円） 

 対象収入による区分 事務費 生活費 管理費 計 

 1 1,500,000 円以下 10,000 44,190 20,000 74,190 

 2 1,500,001～1,600,000 円 13,000 44,190 20,000 77,190 

 3 1,600,001～1,700,000 円 16,000 44,190 20,000 80,190 

 4 1,700,001～1,800,000 円 19,000 44,190 20,000 83,190 

 5 1,800,001～1,900,000 円 22,000 44,190 20,000 86,190 

 6 1,900,001～2,000,000 円 25,000 44,190 20,000 89,190 

 7 2,000,001～2,100,000 円 30,000 44,190 20,000 94,190 

 8 2,100,001～2,200,000 円 35,000 44,190 20,000 99,190 

 9 2,200,001～2,300,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

10 2,300,001～2,400,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

11 2,400,001～2,500,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

12 2,500,001～2,600,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

13 2,600,001～2,700,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

14 2,700,001～2,800,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

15 2,800,001～2,900,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

16 2,900,001～3,000,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

17 3,000,001～3,100,000 円 37,300 44,190 20,000 101,490 

18 3,100,001 円以上 37,300 44,190 20,000 101,490 

※ この表の「対象収入」とは、前年の収入から、租税・社会保険料・医療費などの必要経費を

控除した後の収入をいいます。 

※ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入および必要経費を合算し、合計額の 2 分の 1 を

それぞれ個々の対象収入とします。その額が、150 万以下に該当する場合の夫婦それぞれの

事務費徴収額は、上限の額から 30％減額します。 

※ 利用料については、新潟県知事からの通達に基づいており、入居後に単価改正に伴う改定も

ありますのでご承知ください。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リバーサイドみさとの利用料について 

制定：2021/04/01 

改訂：2023/04/01 


